
７年度 市の財政事情７年度 市の財政事情

市税の内訳

会計別予算執行状況

公営企業会計の状況

市有財産の現在高
◦土地……………………………95万平方メートル
◦建物……………………………48万平方メートル
◦財政調整基金…………………30億円
◦減債基金………………………10億円
◦その他特定目的基金など……80億円

市債の現在高
　市債は、小・中学校の建設事業、都市
計画事業、上下水道事業などの費用の一
部に充てるための長期借入金で、現在高
は977億円です。

　７年度の予算執行について、８年３月31日現在の状況
をお知らせします。
　水道事業会計及び公共下水道事業会計以外の決算では、
出納整理期間中の４月・５月分の執行が加わります。
　引き続き、子どもを真ん中に見据え「人情味あふれる
！笑いのたえないまち門真」の実現に向け、全力で市政
運営に取り組んでいきます。
問合先　財政課　☎０６(６９０２)５８６９

令和７年４月１日～令和８年３月31日

会計名 予算現額 収入済額 支出済額
一般会計 920億5287万円 666億2316万円 702億132万円

特
別
会
計

国民健康保険事業 142億3864万円 119億9422万円 118億5041万円
都市開発資金 55万円 11万円 11万円
後期高齢者医療事業 22億9917万円 22億998万円 19億1566万円
介護保険事業 153億3809万円 150億3233万円 133億5962万円

合　計 1239億2932万円 958億5980万円 973億2712万円

会　計　名 収入 支出 当年度純損益
水道事業 23億9000万円 23億1000万円 　　8000万円

公共下水道事業 42億5000万円 38億9000万円 ３億6000万円
※億未満は０億円と表記
※市民１人当たりの税負担は17万4536円

市民１人当たりに年間61万1259円が
使われています。市民１人あたりに使用されたお金

詳しくは
こちら

後
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齢
者
医
療
資
格
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認

書
を
７
月
上
旬
に
送
付

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
新
し
い
資
格

確
認
書
（
水
色
）
を
７
月
上
旬
に
送

り
ま
す
。
届
い
た
と
き
か
ら
使
用
で

き
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
全
て
の
被
保
険
者
に
簡
易

書
留
で
送
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書

な
ど
を
７
月
中
旬
に
送
付

　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い

人
へ
新
し
い
国
民
健
康
保
険
資
格
確

認
書
（
茶
色
）
を
７
月
中
旬
に
特
定

記
録
郵
便
で
送
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
保

険
証
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
を
普
通
郵
便
で
送
り

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
70
歳
以
上
の
被
保
険
者

教
育
委
員
会
特
別
表
彰
を

募
集
中

　

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
に
お
い
て

優
れ
た
成
績
を
収
め
た
個
人
、
団
体

を
教
育
委
員
会
特
別
表
彰
と
し
て
表

彰
し
ま
す
。
対
象
者
は
11
月
３
日
㈷

の
文
化
の
日
式
典
に
て
表
彰
し
ま
す
。

※
過
去
に
表
彰
さ
れ
た
人
は
対
象
外

受
付
期
間

　

７
月
１
日
㈬
～
８
月
31
日
㈪

※
表
彰
基
準
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

教
育
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務
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０
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０
８
２

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　

計
量
法
に
基
づ
き
、
有
効
期
間
（

８
年
）
を
満
了
す
る
水
道
メ
ー
タ
ー

の
取
替
工
事
を
順
次
進
め
て
い
ま
す
。

７
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

松
葉
町
・
泉
町
・
月
出
町
・
向
島

町
・
浜
町
・
中
町
・
御
堂
町
・
幸

福
町
・
垣
内
町
の
各
地
域
の
一
部

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

費
用　

無
料

　

市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
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道
路
非
課
税
申
告

　

私
道
を
「
公
共
の
用
に
供
す
る
道

路
」
と
し
て
負
担
し
て
い
る
場
合
、

認
定
さ
れ
る
と
道
路
部
分
の
固
定
資

８
年
度
国
民
年
金
保
険
料
免

除
・
納
付
猶
予
申
請
を
受
付

　

７
月
か
ら
８
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯

主
の
前
年
所
得
が
基
準
額
以
下
の
場

合
に
全
額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分

の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１

免
除
）
、
納
付
猶
予
（
50
歳
未
満
の

人
）
が
承
認
さ
れ
ま
す
。
離
職
し
た

人
に
は
特
例
に
よ
る
免
除
制
度
も
あ

り
ま
す
。
継
続
審
査
の
対
象
者
は
申

請
不
要
で
す
。

申
請
に
必
要
な
物　

本
人
確
認
書
類

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
退
職
辞
令
な
ど
が
必
要

※
代
理
申
請
は
委
任
状
が
必
要

に
交
付
し
て
い
た
高
齢
受
給
者
証
は

廃
止
さ
れ
た
た
め
送
ら
れ
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

通
知
書
を
７
月
下
旬
に
送
付

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
８
年
度
保
険

料
通
知
書
を
７
月
下
旬
に
送
り
ま
す
。

８
年
度
か
ら
新
た
に
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
金
が
保
険
料
に
加
わ
り
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
は
児
童
手

当
の
拡
充
な
ど
の
子
育
て
施
策
の
強

化
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
の
人
で
１
年

間
を
通
し
て
期
別
保
険
料
額
の
差
が

大
き
い
場
合
は
、
平
準
化
の
た
め
８

月
の
期
別
保
険
料
額
を
調
整
し
て
い

ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の

更
新

　

限
度
額
適
用
認
定
証
、
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
な
ど
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
㈮
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
人
で
８
月
１
日

㈯
以
降
も
必
要
な
人
は
申
請
が
必
要

で
す
。
７
月
13
日
㈪
以
降
に
窓
口
、

郵
送
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
後
期
高
齢
者
医
療
の

人
は
、
資
格
確
認
書
に
併
記
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
限
度
額
適

用
認
定
証
な
ど
は
送
ら
れ
ま
せ
ん
。

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

　

国
民
健
康
保
険
の
特
定
疾
病
療
養

受
療
証
を
持
っ
て
い
る
人
の
う
ち
、

慢
性
腎
不
全
で
人
工
透
析
を
要
す
る

70
歳
未
満
の
人
へ
、
８
月
１
日
㈯
か

ら
使
用
で
き
る
新
し
い
受
療
証
を
７

月
下
旬
に
送
り
ま
す
。
70
歳
以
上
の

人
な
ど
は
現
在
持
っ
て
い
る
受
療
証

を
引
き
続
き
使
え
ま
す
。

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課
税
に
な

り
ま
す
。

対
象

　

道
路
形
態
で
通
行
に
何
ら
制
約
を

設
け
ず
広
く
不
特
定
多
数
の
人
に

利
用
さ
れ
て
い
る
道
路

※
専
用
通
路
、
通
行
制
限
、
障
害
物

が
あ
る
、
他
人
に
有
料
で
貸
し
付

け
て
い
る
、
植
木
鉢
・
自
転
車
な

ど
を
置
い
て
い
る
場
合
な
ど
を
除

く
申
告
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
道
路
部
分
が
分
か
る
図
面
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
身
元
確
認
書

類
※
代
理
人
が
申
告
す
る
場
合
は
委
任

状
申
告
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
・
持
参
ま
た
は
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
電
子
申
請

※
申
請
書
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先　

　

〒
５
７
０
‐
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
‐
５
‐
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

７月10日㈮振り込み　児童扶養手当７月期（５月・６月）分 こども政策課　☎０６（６９０２）６１８６

詳しくはこちら

保

険

税

金

年

金

教

育

市役所の時間外・日曜相談窓口（７月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

17日㈮
午後５時30分～７時
12日㈰
午前９時～正午
26日㈰
午前９時～正午

業�務内容　マイナンバーカードの交付・
再交付、電子証明書の発行・更新、暗
証番号の再設定・ロック解除、マイナ
ンバーに関する相談

※�混雑時は待ち時間が発生する場合あり
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）５８２１

市税
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料納付

26日㈰
午前９時～正午

持�ち物
　�運転免許証など本人確認ができる物
相談・問合先　収納課
　☎０６（６９０２）５９３５

国民年金 26日㈰
午前９時～正午

業�務内容　国民年金加入、免除申請など
持�ち物
　基礎年金番号通知書またはマイナンバ

ーカードなど
※�離職した人は離職票、代理申請は委任

状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）６００５

上
下
水
道

合　計
200億円
100.0%

個人市民税個人市民税
61億円61億円
30.5%30.5%

法人市民税法人市民税
20億円20億円
10.2%10.2%

固定資産税固定資産税
88億円88億円
44.0%44.0%

軽自動車税軽自動車税
２億円２億円
1.0%1.0%

市たばこ税
11億円11億円
5.3%

都市計画税
18億円18億円
9.0%

入湯税
０億円０億円
0.0%

4広報かどま　令和８年（2026年）７月号


